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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第79期

第１四半期連結
累計期間

第80期
第１四半期連結

累計期間
第79期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (百万円) 55,556 61,817 311,957

経常利益又は経常損失(△) (百万円) △691 353 20,316

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(百万円) △1,487 11 10,161

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,868 △381 22,404

純資産額 (百万円) 98,810 113,544 113,956

総資産額 (百万円) 247,295 277,937 281,917

１株当たり四半期(当期)純利益
金額又は１株当たり四半期
純損失金額(△)

(円) △6.20 0.05 42.38

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― 0.05 42.28

自己資本比率 (％) 39.9 40.8 40.4
 

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第79期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在

しますが、１株当たり四半期純損失である為、記載しておりません。

３　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間における国内経済は、個人消費は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により

弱含みとなったものの、設備投資、民間投資は底堅く、回復基調で推移しました。海外（１月～３月）において

は、米国経済は、歴史的な寒波等の天候不順により回復の足枷となりましたが、春先には一時的な影響も剥落し、

景気は緩やかな回復が続きました。欧州経済は、持ち直してきてはいるものの、依然として本格的な回復には至っ

ておらず、厳しい状況で推移しました。

このような環境下、当社グループは、長期経営ビジョン「三和グローバルビジョン２０２０　第一次３ヵ年計

画」の２年目を迎え、成長基盤の更なる強化に向け、国内においては、受注拡大の強力な推進、更なる多品種化の

拡大、収益性の向上に努めました。米国では、住宅市場回復に対応した新築市場向けの製品の販売強化に注力する

とともに、川下事業戦略の展開、開閉機事業のシェアアップに努めました。欧州では、厳しい市場環境下、リスト

ラの実施、生産性の向上等、コスト削減に注力しました。

以上の結果、国内・米国・欧州の全てのエリアで増収となったことに加え、円安により、当第１四半期連結累計

期間における売上高は、前年同四半期比11.3％増の61,817百万円となりました。利益面では、営業利益は574百万

円（前年同四半期は658百万円の営業損失）、経常利益は353百万円（前年同四半期は691百万円の経常損失）、四

半期純利益は11百万円（前年同四半期は1,487百万円の四半期純損失）となりました。

　

セグメントの業績は以下のとおりであります。

　

①日本

工場、マンション等旺盛な需要により、重量シャッター、ビル・マンションドアが好調を維持したことから、売

上高は前年同四半期比8.4％増の30,346百万円となりました。利益に関しましては、増収効果に加え、収益性の改

善等により968百万円のセグメント利益（前年同四半期は12百万円のセグメント利益）となりました。

　

②北米

天候不順の影響があったものの、住宅用ドア、開閉機事業が堅調に推移したことに加え、円安の影響もあり、売

上高は、前年同四半期比12.5％増（外貨ベースでは1.6％増）の20,376百万円となりました。利益に関しまして

は、原材料費の低下や生産性の改善によるコスト削減効果により195百万円のセグメント利益（前年同四半期は２

百万円のセグメント損失）となりました。

　

③欧州

欧州全体で市場が停滞しているものの、ドイツ市場が好調に推移したことに加え、円安の影響により、売上高は

前年同四半期比17.4％増（外貨ベースでは2.1％増）の11,031百万円となりました。利益に関しましては、リスト

ラの実施、中国調達による原材料費の低減等、コスト削減に注力し、前年同四半期に比べ107百万円改善しました

が154百万円のセグメント損失となりました。
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(２) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、主に売上債権の回収により、前連結会計年度末と比べ3,979百万円減

少し277,937百万円となりました。また、負債は主に仕入債務の減少により、前連結会計年度末と比べ3,568百万円

減少し164,393百万円となりました。純資産については、主に為替換算調整勘定が減少したこと等により前連結会

計年度末と比べ411百万円減少し113,544百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比

べ0.4ポイント改善し40.8％となりました。

　

(３) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財政上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

また、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており（平成26年６月26日

開催の当社第79期定時株主総会において承認可決）、その内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は

次のとおりであります。

　

１　基本方針の内容の概要

　当社グループは、「安全、安心、快適を提供することにより社会に貢献する」ことを使命と定め、この使命を

具現化した商品とサービスをお客様に提供することにより、当社企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に取

り組んでおります。

　その上で、当社グループは以下を経営理念として定め、これらを実践することが、当社グループの企業価値の

源泉であると考えています。

＜目指す姿＞

①お客さますべてが満足する商品、サービスを提供する

②世界の各地域で評価されるグローバルな企業グループとなる

③個人の創造力を結集してチームワークにより企業価値を高める

　かかる経営理念のもと、現在、当社グループは、日本における強固な事業基盤を基礎としつつ、米国、欧州、

中国（アジア）等の世界主要地域に事業展開しています。かかる各地域でその地域特性を生かした販売・調達・

生産・技術開発及び新ビジネスの開拓を各々の地域のグループ会社が分担するとともに、当社グループとしてグ

ローバル・シナジーを最大限に発揮することが、お客様が満足する競争力の高い製品・サービスを提供するため

に必要と考えております。また、当社グループは、「日・米・欧における『動く建材』の不動のトップ・ブラン

ド」を目指した取組みを行っておりますが、ブランドの育成・確立は一朝一夕にできるものではなく、役職員が

一丸となって、お客様に対し、安全・安心・快適を中長期的に安定的に提供するとともに、社会の期待と信頼に

応えるべく情報公開の拡充や法令遵守・環境保全・社会貢献等による企業の社会的責任の達成等を図ることで、

はじめて皆様からの信頼を得られるものと考えております。

　これらの取組みによって、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を持続的かつ長期的に向上させるため

には、株主の皆様はもとより、お客様、取引先、従業員、地域関係者等のステークホルダーとの適切な関係を維

持、発展させていくことが極めて重要であり、これらのステークホルダーの利益にも十分配慮した経営を行う必

要があります。

　従って、当社の株券等の大量取得の提案を受けた場合、その大量取得が当社の企業価値及び株主共同の利益に

及ぼす影響を適切に判断するためには、買収者の大量取得の目的、買収者の提案する事業計画の実現可能性・適

法性、当社グループのブランド・人的資源を含む有形無形の経営資源、ステークホルダーに与える影響とそれが

企業価値に及ぼす影響、世界中の各地域の有機的結合により実現されるシナジー効果等、当社グループの企業価

値を構成する要素が十分に把握される必要があります。

　当社は当社株主の在り方について、株主は市場における自由な取引により当社株式を取得した株主に必然的に

決まるものと認識しており、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断も、最終的には、当社株

主の総体的意思に委ねられるべきものと考えています。しかし、上記の様々な要素に鑑みて、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益の確保・向上に資さない当社株券等の大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の

決定を支配する者としては適切でないと考えております。

　具体的には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式

の売却を事実上強要するおそれのあるもの、当社の取締役会や株主が株式の大量取得の内容等について検討し、

あるいは当社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、当社が買収者の提示し

た条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、当社の企業価値・株主共
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同の利益に資さないものも少なくありません。このように当社株式の大量取得を行う者が当社の企業価値の源泉

を理解し、中長期的に確保し、向上させられる者でなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されるこ

とになります。

 

２　当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の上記基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

（１）企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の実現に向けた取組みについて

　当社では、上記基本方針の実現に資する取組みとして、平成25年５月に策定した長期経営ビジョン「三和グ

ローバルビジョン2020」を実行することにより、当社グループの経営資源を有効に活用し、当社グループの企業

価値及び株主共同の利益の向上を実現していく考えであります。

 
　当社グループは、長期経営ビジョン『三和2010ビジョン』（平成13年から平成24年）にて掲げた基本方針に基

づき、国内においては、シャッター依存型からドア・フロント・間仕切・ステンレスなどの多品種化を進展させ

ました。また、欧州・アジア各地域への進出により、日本、米国、欧州、アジアの4極に拠点を築き、グローバ

ル化の基礎を構築しました。残された課題としては、アジア事業の拡大、サービス事業のグローバル展開、グ

ローバルシナジーの強化などがあります。以上の成果と課題を踏まえ、『三和2010ビジョン』の基本構想である

「企業価値創造のグローバルグループ経営」を継承し、グローバル経営を初期段階から新たな飛躍の段階へと進

化させるため、長期経営ビジョン『三和グローバルビジョン2020』を次のとおり策定しました。

 
「三和グローバルビジョン2020」

「動く建材」のグローバル・メジャーとして、世界中のお客様に安全・安心・快適な商品とサービスを提供す

る。

○日・米・欧における不動のトップブランド

○サービス分野のビジネスモデル確立

○アジアを中心とした新興国でのシャッター・ドア事業を拡大し、トップブランドに育成する

○グローバル市場におけるグループシナジーの推進

 
（２）企業価値及び株主共同の利益の向上の基盤となる仕組み

　当社は、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の向上の基盤として、従来よりコーポレート・ガバナン

ス及び企業の社会的責任への取り組みの強化を図っております。

①コーポレート・ガバナンスの強化

　当社では、執行役員制度を導入し、取締役会における経営意思決定と執行役員の業務執行を分離することによ

り、経営の効率化と取締役が執行役員の業務執行を監督する機能について強化を図ってまいりました。また、経

営の客観性、公正性を高めるため、社外取締役1名、社外監査役2名をそれぞれ選任しており、いずれの社外取締

役、社外監査役も独立役員として指定しております。

　当社は、今後も、コーポレート・ガバナンスの強化に注力し、効率性かつ透明性の高い企業経営を実現するこ

とで企業価値及び株主共同の利益の向上に努めてまいります。

②企業の社会的責任

　当社グループが、持続的な発展を続けるためには、世界各国、地域社会に対し積極的に貢献し、企業の社会的

責任（CSR:Corporate Social Responsibility）を果たすことにより、社会からの信頼を高めていくことが必要

不可欠であります。当社グループは、引き続き法令遵守、環境保全、社会貢献等のための活動を推進していきま

す。
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３　本プラン（上記基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組み）の内容の概要

　本プランは、上記基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組みであり、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、又は向上させることを目的とする

ものです。

　本プランは、当社株券等に対する買付等（①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が

20％以上となる買付その他の取得、又は②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所

有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け等）を行おうとする者（以下

「買付者等」といいます。）が従うべき手続等について定めております。

　具体的には、買付者等には、買付等に先立ち、意向表明書及び買付情報等を記載した買付説明書等を当社に提

出していただきます。これを受け、独立委員会において、独立した専門家の助言を得ながら、買付者等から提出

された情報や当社取締役会から提出された代替案（もしあれば）等の検討、買付者等と当社取締役会から提出さ

れた事業計画等に関する情報収集・検討、買付者等との協議・交渉等を行うとともに、当社においては、適時に

情報開示を行います。

　独立委員会は、本プランに定める手続を遵守しない買付等や当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上

に対する明白な侵害をもたらす虞のある買付等であって、かつ、本新株予約権の無償割当てを実施することが相

当である場合等には、取締役会に対し、新株予約権の無償割当てを実施すべき旨を勧告します。この新株予約権

には、買付者等による権利行使は原則として認められない旨の行使条件及び原則として当該買付者等以外の者か

ら当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項等が付されております。

　当社取締役会は、独立委員会の勧告等を最大限尊重して新株予約権の無償割当ての実施又は不実施に関する会

社法上の機関として決議を行うものとし、また、株主意思確認総会が開催された場合には、これに従うものとし

ます。買付者等は、本プランに従い当社取締役会が新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うまでの

間、買付等を行ってはならないものとします。

　本プランの有効期間は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなります。但し、有効期間満了

前であっても、(i)当社株主総会において本プランに係る新株予約権の無償割当てに関する事項についての取締

役会への委任を撤回する旨の決議がなされた場合、又は(ii)取締役会において本プランを廃止する旨の決議がな

された場合は、その時点をもって本プランは廃止されるものとします。

 

４　基本方針の実現に資する特別な取組み及び本プランに対する取締役会の判断及びその理由

　当社取締役会は、上記２「当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する

特別な取組みの概要」に記載の各施策が、いずれも当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させるこ

とを目的とするものであることから、基本方針に沿うものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではな

く、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもないと判断しております。

　また、当社取締役会は、本プランについても、第79期定時株主総会において株主の皆様の承認を得ているこ

と、その有効期間が３年間であり、さらに、本プランの有効期間満了前であっても、当社株主総会又は取締役会

の決議によりいつでも廃止できるとされていること、当社経営陣から独立した者によって構成される独立委員会

が設置されており、本プランにおける対抗措置の発動に際しては独立委員会による勧告を経ることが必要とされ

ていること、本プランの内容として合理的な客観的要件が設定されていること、経済産業省及び法務省が平成17

年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める

三原則を全て充足していることなどから、基本方針に沿うものであり、当社の株主共同の利益を損なうものでは

なく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもないと判断しております。

　

(４) 研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は743百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 550,000,000

計 550,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 249,920,497 249,920,497
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は1,000株
であります。

計 249,920,497 249,920,497 ― ―
 

(注)　提出日現在の発行数には、平成26年８月１日から本四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

 

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

 

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年５月30日 △8,000 249,920 ─ 38,413 ─ 39,902
 

（注）　発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成26年３月31日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

(平成26年３月31日現在)

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 18,174,000
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 238,619,000
 

238,619 ―

単元未満株式 普通株式 1,127,497
 

― ―

発行済株式総数 257,920,497 ― ―

総株主の議決権 ― 238,619 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式813株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

(平成26年３月31日現在)

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数の
合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
三和ホールディングス
株式会社

東京都新宿区西新宿
二丁目１番１号

18,174,000 ― 18,174,000 7.05

計 ― 18,174,000 ― 18,174,000 7.05
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

EDINET提出書類

三和ホールディングス株式会社(E01385)

四半期報告書

 8/20



第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、協立監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 28,246 29,078

  受取手形及び売掛金 72,946 58,867

  有価証券 26,680 26,574

  商品及び製品 9,800 10,000

  仕掛品 16,513 25,150

  原材料 15,400 15,653

  その他 9,515 11,614

  貸倒引当金 △1,581 △1,633

  流動資産合計 177,521 175,305

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 16,785 16,391

   土地 22,798 22,743

   その他（純額） 15,188 14,797

   有形固定資産合計 54,772 53,933

  無形固定資産   

   のれん 2,259 2,077

   その他 15,561 15,203

   無形固定資産合計 17,820 17,280

  投資その他の資産   

   投資有価証券 20,940 21,669

   退職給付に係る資産 1,431 3,352

   その他 9,932 6,796

   貸倒引当金 △501 △400

   投資その他の資産合計 31,802 31,418

  固定資産合計 104,396 102,632

 資産合計 281,917 277,937
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 43,608 40,852

  1年内償還予定の社債 15,000 15,000

  短期借入金 9,563 9,291

  1年内返済予定の長期借入金 5,530 451

  未払法人税等 4,939 581

  賞与引当金 4,837 5,914

  役員賞与引当金 180 180

  その他 25,126 30,906

  流動負債合計 108,785 103,178

 固定負債   

  社債 19,400 19,400

  長期借入金 19,660 24,617

  役員退職慰労引当金 178 178

  退職給付に係る負債 12,408 11,335

  その他 7,529 5,682

  固定負債合計 59,176 61,214

 負債合計 167,961 164,393

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 38,413 38,413

  資本剰余金 39,902 39,902

  利益剰余金 37,707 33,338

  自己株式 △9,859 △5,520

  株主資本合計 106,164 106,134

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 544 1,339

  為替換算調整勘定 9,252 7,925

  退職給付に係る調整累計額 △2,171 △2,032

  その他の包括利益累計額合計 7,625 7,232

 新株予約権 166 177

 純資産合計 113,956 113,544

負債純資産合計 281,917 277,937
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 55,556 61,817

売上原価 40,418 44,470

売上総利益 15,138 17,347

販売費及び一般管理費 15,797 16,772

営業利益又は営業損失（△） △658 574

営業外収益   

 受取利息 38 33

 受取配当金 212 99

 有価証券売却益 - 3

 その他 132 141

 営業外収益合計 383 277

営業外費用   

 支払利息 247 207

 持分法による投資損失 61 160

 その他 107 129

 営業外費用合計 416 497

経常利益又は経常損失（△） △691 353

特別利益   

 固定資産売却益 16 3

 投資有価証券売却益 304 7

 特別利益合計 321 11

特別損失   

 固定資産除売却損 1,645 3

 投資有価証券評価損 2 -

 子会社事業再構築費用 19 104

 その他 13 7

 特別損失合計 1,680 115

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,051 249

法人税等 △563 238

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,487 11

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,487 11
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,487 11

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 990 794

 為替換算調整勘定 3,357 △1,280

 退職給付に係る調整額 - 139

 持分法適用会社に対する持分相当額 8 △45

 その他の包括利益合計 4,356 △392

四半期包括利益 2,868 △381

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 2,868 △381

 少数株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を変更して

おります。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が930百万円減少及び退職給付に係る資産が

1,614百万円増加し、利益剰余金が1,637百万円増加しております。また、当第１四半期連結累計期間の営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。
 

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

項目
当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

１．税金費用の計算 一部の連結子会社（在外子会社）において、当第１連結会計期間

を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率

を乗じて計算しております。
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

１. 偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり保証を行っております。

(保証債務)

 

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

安和金属工業股分有限公司 305百万円 291百万円

 (90,487千台湾ドル） （85,744千台湾ドル）

上海宝産三和門業有限公司 348百万円 261百万円

 （21,000千元） （16,000千元）

Novoferm (Shanghai) Co.,Ltd. 524百万円 520百万円

 （31,632千元） （31,901千元）

その他 0百万円 0百万円

計 1,179百万円 1,073百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、

次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

減価償却費 1,416百万円 1,623百万円

のれんの償却額 106百万円 115百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日
定時株主総会

普通株式 1,198 5.0 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月26日
定時株主総会

普通株式 1,678 7.0 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

当社は、当第１四半期連結累計期間において、取締役会決議に基づき、自己株式8,000,000株を消却いたしま

した。これにより利益剰余金4,339百万円及び自己株式4,339百万円がそれぞれ減少しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

　 報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

日本 北米 欧州 計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高       

外部顧客への売上高 27,988 18,106 9,400 55,496 60 55,556

セグメント間の内部
売上高又は振替高

12 23 77 113 △113 ―

計 28,000 18,130 9,478 55,609 △52 55,556

セグメント利益
又は損失(△)

12 △2 △262 △251 △407 △658
 

(注) １　調整額の内訳は、以下のとおりであります。

(1)売上高

・その他の売上高 60百万円
 

・セグメント間取引消去 △113百万円
 

(2)セグメント利益又は損失（△）

・その他の利益 60百万円
 

・全社費用 △362百万円
 

・のれんの償却額 △106百万円
 

・セグメント間取引消去 0百万円
 

その他の内容は、管理業務に伴う付随的な活動によるものであります。

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費などであります。

２　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

３　各報告セグメントに属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

北米…アメリカ、カナダ、メキシコ他

欧州…ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、イギリス他

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

　 報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

日本 北米 欧州 計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高       

外部顧客への売上高 30,346 20,376 11,031 61,754 63 61,817

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1 6 16 24 △24 ―

計 30,348 20,382 11,048 61,778 38 61,817

セグメント利益
又は損失(△)

968 195 △154 1,009 △434 574
 

(注) １　調整額の内訳は、以下のとおりであります。

(1)売上高

・その他の売上高 63百万円
 

・セグメント間取引消去 △24百万円
 

(2)セグメント利益又は損失（△）

・その他の利益 63百万円
 

・全社費用 △382百万円
 

・のれんの償却額 △115百万円
 

・セグメント間取引消去 △0百万円
 

その他の内容は、管理業務に伴う付随的な活動によるものであります。

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費などであります。

２　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３　各報告セグメントに属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

北米…アメリカ、カナダ、メキシコ他

欧州…ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、イギリス他

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益
又は四半期純損失金額(△)(円)

△6.20 0.05

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)(百万円)

△1,487 11

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)(百万円)

△1,487 11

普通株式の期中平均株式数(千株) 239,781 239,744

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額(円) ― 0.05

(算定上の基礎)   

四半期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(千株) ― 600

(うち新株予約権)(千株) ― (600)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの
概要

― ―

 

(注)　前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在しま

すが、１株当たり四半期純損失金額である為、記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

三和ホールディングス株式会社(E01385)

四半期報告書

18/20



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年８月８日

三和ホールディングス株式会社

取締役会  御中

 

協立監査法人
 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士　　南　　部　　敏　　幸　　印

 

 

業務執行社員  公認会計士　　田　　中　　伴　　一　　印
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三和ホールディ

ングス株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成26年４月

１日から平成26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につ

いて四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三和ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成26年６月30

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

 ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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